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■慎重な議論を経て…

　議員定数に関して、議会改革特別

委員会において約１年間、集中的に

議論を交わしてきました。しかし、定

数維持を主張してきた会派（削減反

対派）との意見の一致は見られず、

委員会での議論は打ち切られまし

た。ですので、削減を主張してきた

私たち「にしのみや未来」と「政新会」

「公明党」に所属する議員２３名が、

３名削減の４２名を定数とする条例

案を６月議会に提出し、賛成多数で

可決されました。

　私は、委員会において、一貫して

「５名もしくは９名の削減」を訴え、そ

の根拠も示してきました（22号にも掲

載）。しかし、委員会においては、反

対派がいる中で、削減人数について

議論を深めることはできませんでし

た。そこで、本会議での可決を最優

先し、欠員が出て実際に４２名であっ

たときに、議会としての機能に特段の

影響がなかったことから、今回の定

数で提案することに賛同しました。

■特別委員会での主張と本会

議の討論・態度の差異

　なお、委員会では終始、削減に反

対してきた会派も、本会議での態度

表明にはばらつきがみられました。

会派「西宮グリーンクラブ」・・・本会

議では賛成に転じる

会派「市民ネット虹」・・・本会議では

退場者と反対者あり

会派「むの会」・・・本会議では退場

※詳細は市のホームページでも委員会

と本会議の議事録が公表されています。

～議員定数削減の議論に決着～～議員定数削減の議論に決着～

３名の定数削減のために８年に及んだ議会内での行動。

議員定数の削減が実現しました。

議会改革議会改革議会改革

議会経費の削減も同時に進めています。
～議員１名削減で、年間約１５００万円の財政効果～

　左表には、議会費の平成15年度と平成

22年度予算の比較を示しました。徐々にで

はありますが、経費削減も進めています。

極端に議員報酬や政務調査費を削減する

と、政党や組織人、もしくは資産家でなけ

れば、議員活動に大きな制約がかかりか

ねません。よって、議会の活性化のために

も、今後も、さらなる議員数の削減を進め

るべきと考えています。また、現役世代の

大きな負担となっている地方議員年金に

ついても、廃止を含めた抜本的改革を求

めています（西宮市議会では、国に対して

意見書を提出済）。仮に廃止されれば、予

算で年間約５２００万円（議員一人あたり

約120万円分）が自動的に節減できます。
※平成１５年度予算は、議員数を４６名で算出。

平成２２年度予算は、議員数を４２名（欠員３名）で算出。

平成１５年度予算 平成２２年度予算 備考

議会費 ９億５８００万円 ８億２９００万円

（うち事務局経費） １億９,５００万円 １億９７００万円

常任委員会視察 ２７万円 １３万円 会派視察停止

政務調査費 １８０万円 １８０万円
領収証添付に
変更

交通費助成 ２４万円 ０円 廃止

特別委員会

視察
７万３０００円 ０円 廃止

特別委員会

費用弁償
１３０００円 ０円 支給なし

議員一人当たり年間予算の推移

⇒



■協働の取組の促進を

　「参画と協働の推進に関する条

例」に基づき、協働事業提案手続き

（１年限定で助成金有）が昨年度か

ら実施されました。その結果を見て、

以下の改善点を指摘しました。

①単発ではなく課題解決に向けた

継続的な協働体制の確保

②より広く提案を受け付けるための

提案書類等の作成に対する支援

③助成金の役割・効果と助成金の

支給基準の明確化

④新規事業の拡大のみではなく市

からの協働可能な既存事業の提示

⑤新規参入が可能な公募型補助金

制度としての制度拡大（支給前と事

業実施後の評価システムをセットに

して助成枠や助成期間を拡大）。

そして、以下のように、市から前向き

の回答を得ました。

○質問：協働事業助成金の支給決

定に至る市の判断基準や結果等を

公表すべきと考えるがどうか。

○回答：補助事業としての透明性を

高めるために、協働事業の内容や

意義、効果など公表の方法や内容

等について検討する。

○質問：協働事業の継続性をどのよ

うに担保し、財源をどのように確保

するのか。

○回答：複数年での助成や助成枠

の拡充、公募型補助金制度も検討

する。そして、「まちづくり自販機」の

設置や他の方法も含めて財源の確

保に努める。

■協働の源である自治会加

入の促進に対する市の支援

○質問：自治会は、任意加入・自律

を前提としながら、協働において重

要な役割を果たしている。しかし、加

入率の低下及び高齢化等により弱

体化が危惧される。自治会の役割・

活躍の広報の強化や条例での自治

会の位置づけの明確化など、自治

会の加入促進に対する市の支援を

積極的に行うべきと考えるが、どの

ような支援を考えているのか。

○回答：市民に対する広報及び効

果的な啓発活動を検討する。

■その他、協働促進の仕組みづくり

として、５年前にも議会で提言したボ

ランティア登録制度とボランティアポ

イント制度の導入についても取り上

げました。その結果、「市民活動

コーディネート事業」の実施など、一

定の進展を確認できました。

一般質問報告

参画と協働の促進に関する条例が施行されて１年。

皆さんは、「市民とともに進めるまちづくり」を実感できていますか？

６月議会の一般質問のテーマは、「協働の促進と補助金制度改革」と

「市営住宅の活用」。紙面の都合上、一部となりますが、ご報告します。

５年越しの取り組みの補助金制度改革が大幅前進の兆し。協働の観点か

ら新規の支給も含めて補助金の制度を立て直す必要があります。

■やりっ放しの状態を指摘。

既存補助金の透明性向上と

定期的な外部評価を。　

　以下の指摘を行い質問しました。

○指摘：①平成１７年度に財政改革

の一環で行われた団体等への既存

補助金の見直しについて、その是

非も含めて検証が行われていな

い。②市内部の評価の甘さは否定

できない。③平成１７年度に行った

外部評価の提言も実施されずに放

置されている。④補助金について不

透明な部分が多い。

○質問：既存補助金の透明性を向

上するとともに、改めて第三者機関

（外部機関）を立ち上げて評価を行

い、３年に一度程度、継続的に評価

を受けるべきと考えるがどうか。

○回答：補助金の金額や目的など

補助金の内容が分かる一覧表を作

成し公表することで透明性を向上す

る。また、平成２３年度から補助金

の検証を行う第三者機関を設置し、

定期的に検証を進める。

　新聞でも取り上げられましたが、補

助金の透明性の向上や上記の公募

型補助金制度に関する回答を含め

て、補助金制度改革に向けた５年

越しの取り組みに、実現の兆しが見

えてきました。今後も動向を注視し

ます。

深津瓦木地区の県民交流広場事業

と放課後子ども教室を視察しまし

た。地域課題解消のために、参画

と協働の取り組みがうまく活かさ

れた事例であると感じました。



議会活動報告

■包括外部監査とは

　中核市に移行して２年半が経過し

ました。法律によって、中核市には

包括外部監査を受けることが義務付

けられています。市の監査委員によ

る通常の内部監査とは別に、行政の

効率化・合理化を目的に、公認会計

士など外部の視点で監査を受け、議

会でも結果が報告されます。

■平成２１年度外部監査の

テーマは「市の土地の管理」

　下表のとおり、未利用の土地の売

却などの措置を早急に取るべきとい

う指摘について、監査人の所見を

質問しました。

■戦略的な土地の利活用を

　先人たちが築いてきた財産を目先

のお金だけを目当てに売却するの

は慎むべきです。しかし、不要な土

地に維持経費をかけ続けることも許

されません。よって、売却について

は、今後の市全体の政策や財源を

鑑みた市有地の利活用計画を至急

策定し、戦略的に進めるべきである

ことを外部監査人に確認しました。

■外部監査の効果をもっと分

かりやすく

　外部監査に、約1,600万円の市税

を投じています。「監査のやりっ放

し」の状態で、指摘を放置するようで

は市税の無駄です。監査人による指

摘事項が決着するまで毎年報告を

続け、それらの改善・対応が、市に

とってどのような効果をもたらしたの

か、市民にも分かりやすく示すよう市

に求めました。

■夙川小学校の建替え

　この事業は、昭和１１年に建設され

た老朽校舎等の建替え事業です。

総事業費は約 19 億円、校舎の建

て替えは平成 23 年度着工、25 年

度完成の予定となっています。その

基本設計（案）に対するパブリックコ

メントが行われました（平成２２年７月

１２日～８月１３日）。学校の基本設

計について、全市的に参画の機会

を設けるのは初めてのことです。ま

た、この基本設計（案）の作成段階

から民間設計者の発想を取り入

れ、さらに地元住民の声のみならず

全市的に意見を募集し、意欲的に

民間の発想を取り入れようとする姿

勢は、市の意識改革の表れと考え

ています。これからは同時に、市の

柔軟な対応も求められます。

■地域課題の解消は無理？

　前回の一般質問において、夙川

地域で特に著しい保育所待機児童

問題など地域の課題の解消を、建

て替え事業において模索すべきと

訴えました。しかし、縦割り意識と国

の基準を頑なに守ろうとする通り一

辺倒の姿勢も未だ見受けられます。

　その他、基本設計（案）に盛り込ま

れた地域解放スペースを活用した

放課後 ・ 長期休暇中の子供の居

場所づくりや建設及び維持管理費

の低減についても、今後、常任委

員会で主張してまいります。

１６００万円の成果を私たち市民に分かりやすく示すべきです。

常任委員会報告
環境モデル校として建て替えられる夙川小学校老朽校舎等の基本設計

（案）に関して、パブリックコメント（市民意見募集）を実施。

３月議会において、包括外部監査報告に対する質疑を行いました。

前号の紙面の都合により、遅くなりましたがご報告します。

■外部監査人からの受けた指摘の内容（金額は概数）

※行政財産･･･行政目的を定めた土地等。普通財産･･･行政財産以外の財産。

市民文教常任委員会委員、議会運営委員会委員、フレンテ問題特別委員会委員長、議会改革特別委員会委

員、都市計画審議会委員を担当します。

■これからの 1年間の役職が決定

民間の発想を十分に取り入れる柔軟な対応が求められます。

毎年の収入増加となる金額 一時的な収入増加となる金額

普通財産の貸付料の徴収を検討すべきもの １億２９００万円 －

普通財産のうち売却すべきもの １０００万円（維持管理経費の削減など） １７億円

行政財産のうち売却すべきもの ２４００万円（維持管理経費の削減など） ２４億３０００万円

合計 １億６３００万円 ４１億３０００万円



ご意見ご要望・お問い合わせ・資料のご請求は、

〒６６２－０８５４　西宮市櫨塚町１－１４　光永ビル３階

ＴＥＬ：　０ ７ ９ ８ - ２ ２ - ５ １ ７ ２

FAX：　０ ７ ９ ８ - ２ ２ - ６ １ ７ ２

Ｅ-ｍａｉｌ：　ｎｉｓｈｉｎｏｍｉｙａ＠ｍａｓａｔａｋｅ．ｊｐ

～プロフィール～

昭和５０年７月生まれ/大阪府立四条畷高等学校、神戸大学工学部卒業/

元市会議員事務所に４年間勤務/平成１５年４月に西宮市議会議員選挙

初当選（現在２期目）　 ■所属会派：にしのみや未来　■現在の担当常任

委員会：市民文教常任委員会　■市議会での主な役職：建設常任委員会

副委員長（１期２年目）、厚生常任委員会委員長（1期３年目）、西宮市監査

委員（２期１年目）、フレンテ問題特別委員会委員長（２期３年目～）　

ＴＯＰＩＣＳ～市政情報～
私たちにとって身近であるべき市政の情報を、少しでも多くの方に
知っていただきたいと願い、設置しているコーナーです。

通学路等での歩行者の安全対策について要望活動を展開中。

地域による地道な活動が、よりよい生活環境を作っています。

■通学路等の歩行者安全対

策に関する課題が山積

　私は、交通弱者と言われるベビ

ーカーや車いす利用者、子供や

高齢者が安心して通行できる道路

環境づくりを政策目標の一つに掲

げています。順次、歩道のバリアフ

リー化が進められ、幹線道路で

は、歩道の波打ち解消事業も始ま

りました。

　そして、街頭活動をはじめ、様々

な機会を通じて、通学路等での安

全対策に関する具体的なご意見 ・

ご要望を伺ってきました。財源等の

都合上、ご要望の１００％がかなわ

なくとも、地域の皆さんによる地道

な要望活動等によって、徐々に改

善されています。しかし、どうしても

解決に時間を要する未解決の課

題も多数存在しています。

■阪急甲陽線地下化事業の

事実上の白紙

　また、市道山手線及び県道建石

線拡幅整備と鉄道地下化事業（総

事業費約１８６億円）が事実上の白

紙となり、平面交差のままでの本

格的な安全対策の検討という大

きな課題が残されたことも前号

でご報告しました。それら課題等

を地図情報とともにデータベース

化し、財源を着実に確保しながら

計画的に改善していく体制を構築

するよう議会で求めています。

■次期交通安全計画は実

効性のあるものにすべき

　現在、平成１８年度から２２年度を

計画期間とした「第８次交通安全

計画」が存在しています。しかし、

個々の取り組みに対する具体的な

目標や指標が不足しています。計

画の改訂を機に、これまでの取り

組みや課題を総点検した上で、計

画に具体性と実効性を持たせ、取

り組みを強化する必要があると考

えています。

　夏休み期間を活用したインターン生（今回で１３期）が活動を開始しました。政策調査等のため、皆さま

のもとに伺うことがあるかと思います。活動に対する皆さまのご理解ご協力をお願いいたします。

　また、これからのインターンシップの参加も受け付けています。お気軽にお問い合わせ下さい。

議員インターンシップ～主に学生さんを対象にした活動です～議員インターンシップ～主に学生さんを対象にした活動です～議員インターンシップ～主に学生さんを対象にした活動です～

あらゆる政策において、人口減少・高齢化社会、経済成熟社会における

持続可能な政策への転換が急務です。

■総合的な交通政策に関

する議論と計画が急務

　歩行者の安全対策は、コミュニテ

ィバスの検討を含めた公共交通政

策や、駅前の放置自転車対策 ・

自転車通行帯の設置などの自転

車交通政策とも密接に関連してい

ます。また、道路を安全に維持管

理するための体制（道路アセットマ

ネジメント）も必要です。よって、

「総合交通計画」を策定するなど、

目先の場当たり的な行政運営から

脱却し、計画的かつ効率的に取り

組んでいく必要性があると議会で

も主張しています。また、道づくり

についても、従来の拡大型の発想

を転換し、計画的に維持 ・ 改善を

進めていくための財源を確保する

必要があります。交通に関する具

体的なご意見や危険個所の　　ご

指摘もお寄せ下さい。
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